
様式第３号（第７条関係）  

会 議 録 

  

１ 附属機関の会議の名称   令和６年度第１回少年自然の家運営委員会 

 

２ 開催日時    

令和６年８月 22 日（木）14 時 00 分から 15 時 00 分まで 

 

３ 開催場所   水戸市少年自然の家 小研修室 

 

４ 出席した者の氏名 

⑴ 委   員  小林 克行，細谷 康之，齊藤 秀一，木村 政守，青栁 直子，松橋 義樹， 

笹島 武 

⑵ 執行機関  林 栄一，大森 明彦，伊神 靖尚，豊田 正弘 

 

５ 議題及び公開・非公開の別  

⑴ 報告 

ア 令和５年度利用状況について（公開） 

イ 令和５年度主催事業について（公開） 

⑵ 協議 

ア 令和６年度運営方針について（公開） 

イ 令和６年度利用状況について（公開） 

ウ 令和６年度主催事業について（公開）  

 

６ 非公開の理由   

 

７ 傍聴人の数（公開した場合に限る。）  １人  

 

８ 会議資料の名称  

令和６年度第１回少年自然の家運営委員会資料 

  

９ 発言の内容 

執行機関 ただいまから，令和６年度第１回少年自然の家運営委員会を始めさせていただきます。 

新たに委員になる５名の皆様に委嘱状を交付します。大変恐縮ですが，それぞれお手元

に委嘱状を配布させていただきました。そちらをもちまして交付とさせていただきます。

任期につきましては，令和７年７月 7日までとなります。 

次に，生涯学習課長から御挨拶を申し上げます。 

（生涯学習課長あいさつ） 



執行機関 続きまして，本日の資料の８ページをお開きください。恐縮ですが，名簿順に自己紹介

をお願いします。 

各 委 員 （委員自己紹介） 

執行機関 続きまして，自然の家の職員の紹介をさせていただきます。 

職  員 （職員自己紹介） 

執行機関 次に，委員の出席状況でございますが，10 名の委員のうち７名の委員に出席いただいて 

おります。水戸市少年自然の家条例第 16 条第２項の規定により，当委員会は定足数に達 

しています。 

次に，委員の改選により前委員長が退任されています。新たな委員長の選出について， 

水戸市少年自然の家条例第 15 条第３項の規定により，「委員の互選により委員長及び副 

委員長を置く。」ことになっております。選出の方法につきまして，いかがいたしましょ 

うか。 

（事務局一任の声） 

執行機関 それでは，事務局から御提案申し上げます。委員長を  委員にお願いしたいと存じま 

すが，いかがでしょうか。 

     （異議なしとの声） 

執行機関 ありがとうございます  委員長には，前の席へ御移動願います。 

     なお，副委員長につきましては，引き続き  委員にお願いします。 

それでは，  委員長から御挨拶をいただきたいと存じます。 

（委員長あいさつ） 

執行機関 それでは，これより議事に入ります。議長につきましては，水戸市少年自然の家条例第 16 

条第１項の規定により  委員長にお願いします。 

議  長 それでは，次第に基づき議事を進めます。御協力の程，よろしくお願いします。 

初めに，３報告 ⑴ 令和５年度利用状況について，⑵ 令和５年度主催事業については 

関連がありますので，一括して事務局から説明をお願いします。 

執行機関 （執行機関説明) 

議  長 事務局からの説明が終わりましたが，委員の皆様から御質問，御意見があればお願いしま

す。 

  委員 令和５年度の対象別利用状況について，小学校が 41 団体，中学校が 11 団体とありますが，

水戸市内の小学校と中学校のうちどのくらいの学校が自然の家を利用していますか。 

執行機関 市内の小学校は，32 校中 31 校が利用しました。中学校については，後で確認します。 

  委員 大規模な中学校では人数が入りきれないかもしれませんが，市の施設なので，できれば全て

の学校に利用いただきたいと思います。 

執行機関 学校長会でも利用に関する御案内をしています。今後とも利用促進に向けて周知・広報に努

めます。 

  委員 私の勤務校でも今年度利用させていただきました。とても良かったとの報告を受けていま

す。 

  委員 滞在日数別利用状況の表にある延べ人数については，記載が必要なのでしょうか。 

執行機関 少年自然の家の利用目標を延べ人数で立てているため，記載しています。 



  委員 幼稚園・保育所の利用が前年度に比べてかなり増えていますが，この理由は何でしょうか。 

執行機関 理由としては，コロナ禍の収束により幼稚園・保育所の利用がしやすい状況となったこと 

    と，幼稚園・保育所の利用に向けた広報を行ったことが考えられます。 

議  長 ほかにございませんか。なければ次に４協議 ⑴ 令和６年度運営方針について，⑵ 令和６

年度利用状況について及び⑶ 令和６年度主催事業について，関連がありますので，一括して

事務局から説明をお願いします。 

執行機関 （執行機関説明) 

議  長 何か御質問，御意見がありましたらお願いします。 

  委員 令和６年度の主催事業について，応募者数と参加者数に差があるのは何故ですか。 

執行機関 当日，体調不良などによりキャンセルが出たためです。一部の主催事業では，応募が定員に

満たない状況となりました。どうすれば多くの応募が得られるか検討しています。 

  委員 令和５年度と令和６年度の主催事業を比較するとほとんど同じですが，利用促進のために，

新たな内容を盛り込む考えはありますか。 

執行機関 主催事業を計画する際に，所内で新規事業の検討は行いましたが，実現性に不安があり，今

年度は実施に至りませんでした。来年度は，新規事業を実施できるよう検討します。 

  委員 利用者アンケートの意見なども参考にして，主催事業の応募促進を図ってはどうですか。 

執行機関 四季の体験学習のアンケートでは，子どもが環境問題や食の大切さについて学ぶ機会となる

など，好評をいただいています。関心のある家庭は申し込んでいただけますが，参加に至って

いない方をどのように引き込むかが課題であると捉えています。 

     親子の活動と調理活動を盛り込むと，参加者が増える傾向があります。今後も参加者が興

味・関心を持てる事業を計画したいと考えています。 

  委員 施設や運営上のキャパシティの問題はあると思いますが，より多くの参加者を集められるよ

う，事業内容について少しは冒険する必要があると思います。 

執行機関 御意見を踏まえて，来年度の事業内容を検討します。 

  委員 主催事業は，小学校高学年を対象としたものが多いが，内容や危険度などを考慮して対象を

設定しているのでしょうか。 

執行機関 そのとおりです。カッターやはさみを使った作業を伴う事業は高学年を対象とするなど，安

全性を考慮して対象を設定しています。 

  委員 小学校では，工作の際に，学年によって実施できる作業を制限しているのですか。 

  委員 低学年の児童ではカッターを扱わないなど，発達段階に応じて，安全性に配慮した教材や道

具を使わせるようにしています。 

  委員 主催事業の内容を見ると，創作の館で活動する内容が多く含まれています。特に暑い夏季に

おいては利用者の健康管理の面からも，空調設備が必要と思いますが，設置の予定はあります

か。 

執行機関 創作の館の空調設備については，予算がつきましたので，今年度中に設置する予定です。 

  委員 空調設備があれば，利用者も快適になりますし，利用促進にもつながると思いますので，で

きるだけ早く設置していただきたいと思います。 

     もう１つ，少年自然の家の活動プログラムの実施状況を教えてください。また，プログラム

によって多く実施されているものと少ないものがあると思いますが，内容を見直す考えはあり

ますか。 



執行機関 令和５年度の活動プログラムの実施状況につきましては，飯ごう炊さんなどの調理活動が最

も多く，次いで焼き杉板，屋内キャンプファイヤーの順となっています。 

     御指摘のとおり，プログラムによって実施回数に差がありますので，内容の見直しも含め

て，より御利用いただけるよう，所内で検討します。 

  委員 もう１つ良いですか。先日,テレビを見ていたら,高齢者施設で草刈りの作業中にハチに刺さ

れて亡くなられた方のニュースをやっていました。これから,秋にかけてスズメバチの危険性

が高まる季節になります。自然の家の利用者が,ウォークラリーやハイキングを行う場合には, 

    どのような対応をしているのか伺います。 

執行機関 ウォークラリー等における安全対策としましては,職員がコースの点検を随時行っていま

す。また,利用団体が出発する前に,スズメバチやヘビに遭遇した場合の対応方法について説明

をしています。その他,可能な範囲で自然の家の職員も随行して,危険性がないか確認をしてい

ます。これらの取組を通して,安全に野外活動を楽しんでいただけるよう努めていきます。 

  委員 ハチは複数回刺されると危険なので,野外活動中に何かあった場合に,すぐ対処できる態勢を

取っていただきたいと思います。 

執行機関 野外活動中には,事務所に１名職員が待機しており,何かトラブルがあった場合にすぐ現場に

向かって対応できるようにしています。 

  委員 自然体験が売りの施設なので,害虫などの危険性が付きものだと思います。事故があった場

合にできるだけ早い対応をとれるようにすることで,利用者も安心だと思います。 

  委員 以前は,自然の家周辺に野犬が出没していました。 

執行機関 最近では,野犬の報告はありませんが,春先にイノシシが所内に出没したので,地元の関係団

体に依頼して,ワナを仕掛けるなどの対応をしました。 

  委員 先日,市内の小学校で自然の家を利用した際に,ピザづくりを行いました。とてもおいしくで

きて楽しかったと,担当の先生から聞きましたので,報告します。 

議  長 私も子どもの頃利用したことがありますが,当時より施設がきれいになっていて驚きまし

た。部活の合宿や大学のサークルなども受け入れていることを初めて知りましたが,幅広い団

体に利用していただくことは良いと思います。 

  委員 利用者アンケートをできるだけ運営に反映していただきたいです。 

執行機関 できるだけ利用者の声を反映できるよう努めます。 

議  長 その他何かございませんか。それでは,以上をもちまして議事を終了します。事務局に進行

をお返しします。 

執行機関 貴重な御意見をいただきありがとうございました。 

     それでは,以上をもちまして,令和６年度第１回少年自然の家運営委員会を終了します。 


